	憲法改悪反対共同センターニュース

	NO．１２６　

０７年４月３日

	＊ 発行：憲法改悪反対共同センター　http://www.kyodo-center.jp/
＊ 事務局：全労連　〒１１３－００３４　文京区湯島２-４-４ 全労連会館４階　

＊ 連絡：℡03-5842-5611　Fax03-5842-5620　 mail：taka@zenroren.gr.jp
＊ 転送転載歓迎、各地のニュースに活用してください。


◆ ４／５中央公聴会の公述人８人決まる
　今国会で二度目の中央公聴会が４月５日に行なわれます。これに向けて中山特別委員長名で公述人の公募をしていましたが、３０日正午現在で締め切ったところ全国各地から１２４人の応募があり、本日１２時から開かれた理事懇談会で８人の公述人が決定しました。応募者１２４人中、与党案・民主案に反対の人が１０８人、与党案、民主党案、修正案に賛成の応募者は６人しかいませんでした。しかし、８人の公述人のうち、反対の公述人は３人に絞り込まれました。国民の声を聞くと言うなら、原案または修正案に「反対」の意見こそ聞くべきです。しかも、９割近くを占めた反対意見の２．８％しか公述人として選定しない一方で、応募者の４．８％しかなかった賛成意見の８３．３％を選定するなど、不公平･不平等な公述人の選定となりました。もっとも公述人の選定の方法も自民党の保岡議員と民主党の枝野議員が筆頭理事同士で話し合い、中山委員長を交えた３人で「談合」して決めたようなものです。
　改憲手続き法案が、国民主権も議会制民主主義も無視して、強引に改憲案を通そうとするものだけに、公聴会という国民の声を聞く場でも、まったく非民主的な選定を行なうことになりました。なお、８人の公述人の１人に高知自治労連の松繁美和書記長が選出され午後に陳述します。

■公聴会を採決の前提とするな！地方でも開催せよ

　国会の特別委員会で自分の意見を堂々と述べようとすることは、自分の意思形成がしっかりしている上に、それ相応の決意なり覚悟がなければできないことです。そうした、人たちが１２４人もいたにもかかわらず、わずか８人しか公述人に選定せず、これで国民の声を聞いたと言うことで、あとは採決ということにはなりません。中央公聴会を今後数回行なうとか、地方公聴会も設定すべきです。国民に法案の中身を十分知らせず、国民の声を聞こうともしない議会運営は、あまりにも国民をないがしろにするものです。
　各政党に対し、また、特別委員に対し、「国民の声を聞け」「公聴会を地方でも開催しろ」「採決は急ぐな」の声を広げましょう。そして、何よりも、改憲手続き法案が、憲法改悪、とりわけ９条改悪と一体の希有の悪法であることを国民的に明らかにする取り組みが緊急に求められています。

◆「９の日」から１３日までを宣伝大行動に！
■自公民の修正案は改憲の土俵は同じ
　与党は、５日の中央公聴会開催で採決の前提が整ったとして、１２日の特別委員会採決、１３日の本会議議決を強引に進めようとしています。民主党も与党への対決ポーズをとるために修正案提案の動きも見せていますが、９条改憲に道を開く改憲手続き法案を制定する点では、与党とまったく同じ土俵の上にあります。

■与党の修正案は、改憲へ党利党略　

与党の修正案は、第一には国会で発議された改憲案を国民投票で成立させることをねらう党利党略的な内容であり、第二には改憲手続き法案の制定に民主党を巻き込むねらいでつくられています。まさに、自公民が憲法改悪を強行するための法案といえます。
■与党の修正案の主な危険性、問題点
　第1の危険・・・法案は改憲の是非を判断する主人公である市民の運動を抑圧して、市民が改憲の是非を活発に議論し情報交換する機会を封殺しています。そのために、①公務員と教育者の「地位利用による」国民投票運動を禁止し、②「組織的多人数買収・利害誘導罪」を設け、政党や労働組合はもちろん市民団体をターゲットにした活動を規制しようとしています。
　第２の危険・・・与党修正案では、有料広告が、投票の14日前までは野放しになるため、カネに飽かせた改憲のスポットCMが氾濫し、市民の冷静な判断を損なう危険があります。
第３の危険・・・修正案にも最低投票率が定められていないため、少数の賛成票で、憲法改正が通ってしまう危険があります。

第４の危険・・・修正案になっても、国民投票の運動期間は最短６０日であるため、憲法の改正の是非を国民が熟慮、検討する時間が短すぎる危険がある点です。
■　いまこそ、改憲手続き法案の狙いと問題点を国民の中へ

　憲法改悪反対共同センターは、４／５・１１・１２・１３中央行動、政党や特別委員へのFAX、メール、要請の集中などくわえ、全国各地で「９の日」宣伝の飛躍的な強化を呼びかけています。いまこそ、改憲手続き法案の狙いと問題点を国民の中へ広げ、国民的に世論と包囲網を形成し、選挙で明確な審判を下すことが求められています。

　また、９日から１３日までを集中的な宣伝期間に位置づけて創意ある宣伝活動を行うことが、事態を変えていく鍵を握っています。
■ 宣伝カー用テープを準備

憲法改悪反対共同センターは、改憲手続き法案の国会審議が緊迫するなか、急きょ「改憲手続き法案反対の宣伝テープ」を作成し、各地方に６日必着で届けることにしました。９日以降１３日まで労働組合、民主団体の宣伝カーを総動員して宣伝しましょう。
◆ ３･２０中央行動に６２０人参加
安倍首相と自民・公明与党が改憲手続き法案の今国会での強行をねらう緊迫したなかで3月20日、憲法改悪反対共同センターと国民大運動実行委員会の主催による「改憲手続き法案の阻止をめざす3・20国会行動」がとりくまれました。

午前１１時からスタートした今国会初の座り込み行動には、東京･埼玉・神奈川などから労働組合・民主団体の代表約３００人が駆けつけ、意思統一集会後直ちに、各団体毎にわかれて地元議員と衆参憲法特委員に対する要請行動おこないました。１２時１５分からの議員会館前昼休み集会では共産党の塩川鉄也衆議院議員が国会情勢を報告、各県代表が決意表明しました。昼休みの集会には４００人が参加。

午後２時から憲政記念館で開かれた「改憲手続き法案阻止３・２０中央集会」には定員をオーバーする６２０人が３８都道府県から参加しました。日本共産党の笠井議員の迫力ある国会報告、各地の多彩なたたかいが報告され、参加者の確信となり、改憲手続き法案阻止に向けた全国的な決起の場となりました。
◆ 自治労連が憲法特と民主党議員へ要請

改憲手続き法案の問題点を知らない議員秘書も

　自治労連は、２０日の国会前での座り込みと並行して議員要請行動を行ない、衆院憲法特別委員50名全員と、世論の動向に揺れ動く民主党の全衆議院議員112名に対して要請を行いました。

　要請では秘書対応がほとんどでしたが、民主党議員に対しては、「いま国民は改憲よりも社会保障充実や格差是正を政治に求めている。国民の思いとかけ離れた安倍内閣と対決するためにも改憲手続き法案を阻止してほしい」、「安倍首相は支持率の低迷を改憲・教育再生という独自カラーを押し出すことで打開しようとしている。党利党略による改憲手続き法案の成立を許さないためにもぜひ廃案にしてほしい」などと訴えました。
民主党・田村謙治議員は、本人が出てきて要請を聞き、握手をしながら「がんばります」と述べました。また「全国からのファクスが多数届いている。（要請の趣旨は）理解している」（民主党・田中眞紀子議員秘書）、「審議を遅らせるように委員会で徹底抗戦する」（民主党・松野頼久議員秘書）、「手続き法は必要だが改憲のためだけではない。国民の声を正しく反映する手続き法ではなければならない」（民主党・加藤公一議員秘書）、「過半数の定義など慎重審議が必要」（民主党・藤井勇治議員秘書）、「国民が手続き法を求めていないことは理解できる」（民主党・長島昭久議員秘書）などの対話がありました。
衆院憲法調査特別委員への要請では、筆頭理事の自民党・保岡興治議員が面会を拒否しました。自民党・越智隆雄議員は受付で「電話に出ないので留守」のため面会不可とされましたが、別の議員への要請中に越智議員の部屋の前を通るとドアが開いていて、秘書が鳴り響く電話を前に雑誌を読んでいるという「居留守」を使っていたとのこと。
　奈良自治労連の高橋書記長は、「公務員・教員への運動規制やテレビCMをカネで買い占めできることなど、不公正で危険な法案の内容を知らない秘書もいた。こんな状態で改憲の手続き法を作ってはいけない。組合員に『いま運動をしないでいつやるのか』と帰って学習、対話を広げたい」と語りました。

　◆ 東京・町田　妨害に負けず駅宣・署名！

憲法を守り、戦争法に反対する町田連絡会は３月１８日（日）、町田駅ペデストリアンデッキの上で行いました。この宣伝行動は１ヶ月に１回、定期的に行っていますが、今回は、毎回病気などにより参加者が減っていて人数的にピンチであること、それから、今回の国民投票法案反対請願書（署名）が緊急な取り組みになっているため、たった１時間の行動のために裏に署名用紙つきビラを用意し、参加を呼びかけました。（ビラにはインパクトを重視した工夫を施してみました…国会前行動の写真も載せました。）

急な行動にもかかわらず、当日会場には５名の方が集結しました。中には３０代の若手の男性が見えました。「危機感を感じてやってきました。」と。いざはじめてみると、最初は反応はあまりよくありませんでした。少し時間がたつと、一市民と警官が中止するよう妨害を始めました。そんなこともあり、なかなか署名を集めることができませんでした。それでも私たちは、どうにか活動を続けることができました。終盤になると妨害のほうもエスカレートし、警官がもうひとり増えて、完全に阻止しようとしました。そのとき、ハンドマイクで話している方のお話が「ビラ投函やビラまきなどで逮捕者が出てきている。表現の自由がきかなくなってくる」などと訴えはじめると、署名板を片手にビラを配っている私たちも自然に大きな声で「表現の自由を憲法で守りましょう！」と。さらに妨害者も「署名はできません」「署名はしてはいけません」と負けじとばかりに大声を出し、体を張ってじゃましてきました。

その一部始終を見た通行人、埼玉から遊びに来た学生グループが次々と駆け寄り、「頑張ってください」と署名してくださいました。とても感動的な署名行動でした。時間まで無事やり遂げることができました。警官は私たちに対し、「公安がみている」といっていました。本当に公安が活動をみているのか、それとも脅しの意味で言ったのかわかりませんけれども来月も、再来月も、日程を決めて、屈せずに継続していきます。妨害の中で９筆頑張って集め、通行人に数多くのビラを渡す事ができました。郵送でも署名が送られ、私たちのグループだけで合計３１筆集まりました。
　短信･ホットライン　
■ 共同センターの当面の行動提起　　 

１、「改憲手続き法案」反対の署名を緊急に集め、国会行動に持ちよりましょう。
２、各政党、衆参特別委員、マスコミへの抗議･要請のFAX・メール・ハガキなどを改めて関連の組織に徹底し集中しましょう。同様に地元議員への要請を徹底して強めましょう。
３、４月５日午前８時３０分衆議院議面集合、９時からの中央公聴会の傍聴に傍聴席を満杯にする参加者を募りましょう。希望者は４日午後５時までに共産党の笠井亮事務所に団体名・住所・氏名・年齢を記入し、Fax(０３－３５０８－３９１９)で申し込んでください。
４、「９の日」定例宣伝を全国各地で最大規模で行ないましょう。
５、４月１１日に国会前行動(12：15～13：00)を衆議院第２議員会館前で行ないます。各団体組織の本部・東京・近県から多数参加しましょう。この行動前後に憲法特委員への要請行動を行ないましょう。
６、「４・１２中央行動」に全国から駆けつけましょう。
　・特別委員会の傍聴　　９:00～(衆議院議面８時３０分集合)
　・国会前座り込み行動　１１：00～16：00(衆議院第２議員会館前)
　　(１１時にスタート集会、その後、交替で議員要請、１５：３０終結集会)
　・国会前座り込みコア集会　１２：１５～１３：００(衆議院第２議員会館前)
７、STOP！改憲手続き法案 ４・１２集会　１８:００～(日比谷野外音楽堂)　
　・主催　５・３集会実行委員会／集会後、国会請願デモ
８、衆議院本会議で改憲手続き法案の採決が予測される４月１３日に午前１１時から１６時まで衆議院第２議員会館前での座り込み行動を行ないます。本会議の時間が遅れる場合には抗議集会を含め延長します。なお、本会議がない場合は中止します。

８、憲法６０周年を記念する取り組みを職場・地域から創意工夫をこらして取り組むとともに全国で「５・３憲法集会」を大きく成功させましょう。
